
報告第９号 

 

令和５年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により、別紙のとおり予算を繰り越したので、同条第３項の規

定により報告する。 

 

令和６年６月１７日提出 

 

京丹後市長  中 山  泰   
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（単位：円）

損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債 出 資 金

管渠布設等事
業

294,181,000 158,235,000 105,600,000 500,000 105,100,000 0 30,346,000 0
関係機関との調整等
に日数を要したため。

道路改良に伴う
管渠布設替等
事業

154,600,000 54,389,500 51,400,000 500,000 50,900,000 0 48,810,500 0
関係機関の工事に合
わせて実施するため。

磯地区送水施
設整備事業

62,700,000 23,191,300 35,300,000 300,000 35,000,000 0 4,208,700 0
使用部材の入手に日
数を要したため。

中野水系配水
池更新整備事
業

690,000,000 10,405,000 679,595,000 95,000 369,700,000 309,800,000 0 0
関係機関との調整等
に日数を要したため。

1,201,481,000 246,220,800 871,895,000 1,395,000 560,700,000 309,800,000 83,365,200 0

1 資本的支出 1 建設改良費

合 計

令和５年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

（別紙）
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